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剰余金の配当に関するお知らせ 

 

  当社は、本日開催の取締役会におきまして、2006 年 12 月 31 日を基準日とする剰余金の配

当（2006 年 12 月期 第 4 四半期配当）および 2007 年 12 月期の剰余金の配当の基準日につ

いて下記の通り決議いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

１．2006 年 12 月期 第 4 四半期配当 

当社は剰余金の配当につきましては、年間事業計画及び基準配当性向（25－30％）に

基づき、年間配当額を決定し、それを４分割した金額を四半期毎に支払う方針です。この

方針に従いまして第 4 四半期の配当は下記の通りといたします。 

 

（１）第 4 四半期配当   ： 1 株につき 金 10 円 
 

（２）効力発生日      ： 2007 年 3 月 6 日(火) 

 

（ご参考）  

第 1 四半期 第 2 四半期 第 3 四半期 第 4 四半期 年間合計 
2006 年 12 月期 

－ 20 円 10 円 10 円 40 円 

中間配当 期末配当 年間合計 
2005 年 12 月期 

15 円 25 円 40 円 

 

２．2007 年 12 月期の剰余金の配当の基準日 

当社は上述のように、いわゆる四半期配当を導入しております。2007 年 12 月期の剰 

    余金の配当に関する基準日を次の通りといたします。なお、年 4 回の各基準日を定款上

明記することにより、基準日に関する取締役会決議や基準日設定公告を省略し、迅速に

配当手続を行うため、「定款一部変更の件」を第 52 期定時株主総会に付議いたします。 

 

       第 1 四半期配当      ：  2007 年 3 月 31 日   

       第 2 四半期配当      ：  2007 年 6 月 30 日  

       第 3 四半期配当      ：  2007 年 9 月 30 日  

       第 4 四半期配当      ：  2007 年 12 月 31 日  
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（ご参考）  

 

2007 年 12 月期の剰余金の配当は下表のようにお支払いする予定です。 

 

事業年度 第 1 四半期 第 2 四半期 第 3 四半期 第 4 四半期 年間合計 

2007 年 12 月期（予定） 10 円 10 円 10 円 10 円 40 円 

2006 年 12 月期（実績） - 20 円 10 円 10 円 40 円 

 

（注） 2006 年 12 月期においては、第 1 四半期の配当は会社法の施行前であったために行わ

ず、同法施行後最初に到来する第 2 四半期の配当に第 1 四半期配当分を合計してお支

払いたしました。 

以上 


